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岸漁業のもとで里海の保全・再生に取り組みます。新規 

（２）沿岸域については、多様な生態系や豊かな水産資源、県民に開放された

親水空間としての利用に配慮し、長期的な視点にたって利用を図ります。

新規 

（３）人工魚礁の計画的設置や海底障害物の除去、大量発生により漁場を荒廃

させるアオサの除去などにより、魚貝類の豊かな漁場を整備します。 

（４）山から海に至る水域の良好な環境を確保するため、夷隅川とその河口周

辺の海域をモデル区域として、総合的な対策に取り組みます。森・川・海

は一体であるとの考えのもとで漁場環境保全を推進するため、漁業者、林

業者、有識者、地域住民等からなる協議会を開催し、流域住民への普及啓

発を促進します。 

（５）東京湾に残された貴重な干潟・浅海域である三番瀬については、「千葉

県三番瀬再生計画」に基づき、長期的な視点に立ち、自然環境の再生・保

全と地域住民が親しめる海の再生を目指し、県民、ＮＰＯ等の民間団体、

漁業者等の多様な主体と連携・協働して、漁場の再生整備と海の再生等の

各種再生事業を推進します。 

（６）三番瀬には、湿地及びその生態系の保護と湿地の賢明な利用を目的とす

るラムサール条約（特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する

条約）の登録基準を満たす数多くの水鳥が渡ってきます。豊かな生態系を

未来の世代にまで残すために、国等と連携しながら、関係者の合意のもと

でラムサール条約への登録を促進し、既にラムサール条約湿地となってい

る谷津干潟との連携を図りつつ、三番瀬の再生･保全を進めることを目指し

ます。 
（７）森林の荒廃やダムの放流水等による泥水流出が流域や河口海域に及ぼす

影響のできる限りの軽減に向け、その手法を検討します。新規 
（８）ブルーツーリズム等による漁村の文化や生活体験、また潮干狩り、地引

網、簀立などによる漁業体験を通じて都市と漁村の交流を促進し、海の環

境や漁業に対する理解や関心を高めます。 

 

３ 生物多様性を重視した農林水産業を推進します。 

 農林水産業については、従来から環境保全型農業や環境に配慮した生産基盤

整備が推進されてきましたが、国においては農林水産省生物多様性戦略（平成

19 年 7 月）が策定されるなど、生物多様性保全をより重視することが求められ

ています。 
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３－１ 環境保全型農業を推進します。 

（１）環境への負荷を軽減するため、農薬・化学肥料を通常の半分以下に減ら

して栽培する「ちばエコ農業」を推進するとともに、エコファーマー（「持

続性の高い農業生産方式の導入に関する法律」に基づき、土づくり、減化

学肥料、減農薬栽培の計画を作成し、県知事から認定を受けた農業者のこ

と。）の認定を促進します。 
（２）化学肥料、農薬及び遺伝子組換え作物を使用しない有機農業を推進する

ため、有機農業者や県民の参画のもとに「有機農業の推進に関する法律」（有

機農業推進法）に基づく（仮称）千葉県有機農業推進計画を策定し、同計

画に基づく施策の展開により、有機農業者の主体的な取組を支援します。

新規 
（３）水稲の病害虫防除のための有人ヘリコプターによる農薬散布は、廃止す

る方向で実施主体を指導します。 
（４）海から河川、水田、ため池に至る魚類及び水生生物の移動性を確保し、

その保全・回復を図るため、多自然型護岸や水路の落差の解消や魚道の設

置など環境との調和に配慮した整備を進めます。 
（５）冬期湛水を始めとする生きものを育む様々な農業技術について、地域農

業者の意向を踏まえ、その情報提供や取組の支援を行います。 
（６）農業集落排水施設による汚水処理を行うことで、河川や湖沼などの水質

改善を図ります。 
（７）環境保全型農業の推進を図るため、環境負荷を軽減する農業技術を確立

するための事業を実施します。 

 
３－２ 持続可能な農業に向けて支援・活性化を推進します。 

（１）新しく農業を始めたい、また農業の体験をしたいといった農地や家屋、

農機具等を求める人たちと、高齢化等により自家の農地を耕作できない農

家とが、情報交換や交流をすることにより農地を有効活用する仕組みづく

りに取り組みます。 
（２）就農直後の青年を対象とした３年間の体系的な研修や、就農定着後の青

年を対象としたスキルアップ研修の実施等により、千葉県農業を支える優

れた担い手を育成します。また、新規参入希望者への就農相談や、定年退

職者・転職者等を対象とした「農業塾」の開催、アグリチャレンジファー

ム（新規就農希望者の研修農場）を活用した実践研修等により、農業にチ

ャレンジする人を支援します。 



７８ 

（３）農業の担い手確保や農用地の利用集積を図り、農業経営の基盤を強化す

ることや、多様な主体による有効活用により、耕作放棄地の発生防止に努

めます。 
（４）農地法による農地転用許可制度の適正な運用により無秩序な農地転用を

抑制し、農地の保全を図ります。 
（５）県、市町村に遊休農地解消のためのネットワークを構築するとともに、

全県的な「いきいき農地緊急キャンペーン」等による広報・啓発活動の実

施や、復元・利活用のため地域が主体的に考えて実践する活動を支援し、

地域の資源として遊休農地の発生防止や有効活用を促進します。また、遊

休農地活用に向けた実態把握や調査活動、土地条件整備等の取組や遊休農

地を活用した牛の放牧を推進します。 
（６）農地や農業用施設は、県土の保全や生物多様性の保全に資する県民共有

の財産です。そこで、農家だけでなく、地域住民・ＮＰＯ・企業・学校な

ど多様な主体が参加する地域共同活動の支援を行います。また、中山間地

域等の生産条件の不利な農地で生産活動を継続する農業者等に交付金を支

払う「中山間地域等直接支払制度」を推進します。 

（７）中山間地域において、地域リーダーを中心とした地域共同活動の支援を

おこなうことで、中山間地域が有する県土の保全や生物多様性の保全等の

様々な効果の発揮と、それに不可欠な住民活動の活性化を図ります。 
（８）中山間地域における既存の農業用施設の簡易改修等により、生物多様性

を保全する施設を設置します。また、設置された施設は地域リーダーを中

心とした地域活動団体が維持・保全・活用することにより、中山間地域の

活性化と生物多様性の保全を図ります。新規 
（９）ため池や水路等の施設整備に際しては、親水機能や自然環境・生物多様

性の保全に配慮するとともに、人々が農村の自然に触れ合う場、人々が相

互に交流する場としての活用を図ります。また、地域住民や都市部の住民

も参加する農業用施設の維持・保全活動および過疎化・高齢化等が進行し

ている中山間地域における農村振興に資する取組を支援します。 
（10）講演会の開催などにより、農業農村整備事業における環境配慮への理解

を深めてもらうための取組を進めます。 
（11）市民農園、棚田・谷津田の保全等、県民・ＮＰＯ等の多様な主体による

農地の保全・利活用への取組を支援します。 
（12）小学校等における食育指導の充実や、県産農産物の学校給食での利用拡

大などを進め、子どもの頃から食と農業の理解を深めます。 
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（13）ちばエコ農産物について、生産者のネットワーク化を進めるとともに、

流通拡大を図ります。 
 

３－３ 持続可能な林業に向けて支援・活性化を推進します。 

（１）林業の担い手育成のため、国の実施する雇用対策と連携して、新規就業

者の確保、育成を推進します。 

（２）伐採、植栽、保育、間伐等の森林管理が、計画的かつ集約的に行われる

よう、森林施業計画の策定を支援するとともに、森林組合等への森林施業

の委託を促進します。 
（３）間伐及び間伐材の利用を推進するため、間伐材の需給情報の提供等の支

援を行います。また、県産木材の利用拡大を図るため、住宅建築における

県産材の利用、公共施設や公共工事等における県産材の利用拡大を図りま

す。また、「ちばの木認証制度」を普及するとともに、積極的に県産木材の

利用に取り組んでいる団体の活動を支援します。 

 

３－４ 持続可能な漁業に向けて支援・活性化を推進します。 

（１）漁業の担い手育成のため、地区内外の高校生や一般社会人を対象とした

体験漁業を行うとともに、引き続き実施する漁業師弟制度により地域を担

う新規就業者の定着を促進します。また、新規漁業就業者の経営を支援す

るため、無利子資金（沿岸漁業改善資金）の貸付を行います。 

（２）漁業者、漁家女性の起業を支援します。また、水産物ブランド認定制度

を通じてすぐれた県産水産物の認定と積極的な PR による販売促進を図り

ます。 

（３）漁場環境を保全するため、水産加工排水処理施設の整備や漁場清掃事業

を支援します。 
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ウ 大都市周辺の里山環境 
  
◎ 現状と課題                                

千葉県の中でも、市川市、松戸市等の東京都との隣接地域では、ベッドタウ

ンとして急激に市街化が進み、そのほとんどが都市的な環境に変わっています。

さらにその周辺部では、つくばエキスプレス沿線の土地区画整理事業による宅

地開発や、北総鉄道沿線の千葉ニュータウンに代表されるように、急速に市街

化が進んでいる地域と、従来からの里山とが混在しています。 

特にこのような地域の里山では、宅地開発や耕作放棄が進み、廃棄物の不法

投棄や残土埋立てが行われるなど、改変や環境の悪化が急激に進んでいます。

これら大都市周辺の最前線に位置する里山の保全・再生は、緊急の課題です。 

 

◎ 取組の基本的な方向                           

１ 大都市周辺の里山環境の保全・再生に緊急に取り組みます。 
 

◎ 県の取組                                 

１ 大都市周辺の里山環境の保全・再生に緊急に取り組みます。 

（１）市街地と里山が共存する地域づくりに取り組みます。新規 
（２）都市における自然環境の保全については、市町村の生物多様性保全に関

する行動計画の策定指針を作成し、その策定を支援します。新規 
（３）生物多様性に配慮した都市計画の見直し方針及びコンパクトなまちづく

りの推進方策の検討を行います。新規 

（４）都市の市街地に残された動植物の生息拠点となる樹林地等の緑地につい

ては、特別緑地保全地区や新たな緑地保全の制度等も活用し、市町村と連

携しながら保全に取り組みます。 
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エ 人工的な都市環境 
 
◎ 現状と課題                               

人工的都市環境では、地面がコンクリートやアスファルト等で覆われ、ビル

が立ち並ぶなど、生物の生存の基盤となる土壌の露出が限定されています。こ

のため、雨水はすぐに道路側溝等により排出され、生物にとって最も重要な水

は生物が利用しにくい状況になっています。さらには、ヒートアイランド現象

など、都市独特の環境がつくられています。 
このような環境は、京葉地域や東葛飾地域に多く見られるほか、成田、茂原、

東金など各地に広がっています。このうち、浦安市から富津市までの東京湾の

埋立地は、海域やもともとの河川の部分を除いて残存自然はなく、すべてが人

工的に造られたものです。一方、陸域に発達した都市的環境には、斜面林や社

寺林、農地などが多少なりとも残存しています。 
このような場所は、①臨海部を中心に発達しているため、里山と里海との間

にあって両者の連続性を遮断していること、②年々拡大してかなりの面積にな

ること、さらには③多くの県民にとって生活の場になっていることから、そこ

での生物多様性回復の意義は大きいものがあります。 
人工的都市環境では、残存自然の保全、ビオトープづくり等による失われた

自然の復元、これらのネットワーク化が必要です（図 11、12）。失われた自然環

境や生物多様性を復元する基本は、その場所のかつての環境を再現し、動植物

の自然な移入を誘導することです。それが困難な場合も多く、その場合には新

たな生息・生育基盤を創出し、生物多様性豊かな自然環境へ誘導することが必

要です。 
 
◎ 取組の基本的な方向                          

１ 市町村、住民、NPO 等と連携・協働して、都市に残された自然環境の保全・

回復を推進します。 
２ 市町村、住民、NPO 等と連携・協働して、ビオトープの整備及びネットワ

ークを推進します。 
３ 生物多様性を育む都市緑化を推進します。 
 

◎ 県の取組                                

１ 市町村、住民、ＮＰＯ等と連携・協働して、都市に残された自然環境の保

全・回復を推進します。 



８２ 

 
 
 
 
 
 

  
 

図１１  ビオトープのタイプ（中村・長谷川・谷口（1997）より引用） 
左の 3図は現状の自然を尊重し、その自然を目標とするタイプ（保存型：現在の自然をそのままの状態に維持。
保全型：人が利用しながらその自然の状態を保つ。保護型：人為を排除しながら変化する自然をあるがまま守る）。

右の 3図は現状ではない別の自然状態を目標にするタイプ（修復型：人手を加え本来の自然に回復させる。再現
型：裸地的状況に本来の自然を復活させる。創出型：本来の自然にとらわれず新しい自然をつくる。）。 

図１２  都市域に造成されたビオトープ 
写真は、市川市に造られた大柏川調節池緑地。洪水防止のための治水機能に加え、

自然環境の保全・再生のため、市民、市川市、千葉県の協働により造られた。面積は

約 8.7haで、ビジターセンターが整備されている。 
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（１）都市における自然環境の保全については、市町村の生物多様性保全に関

する行動計画の策定指針を作成し、その策定を支援します。（再掲）新規 
（２）生物多様性に配慮した都市計画の見直し方針及びコンパクトなまちづく

りの推進方策の検討を行います。（再掲）新規 

（３）都市の市街地に残された動植物の生息拠点となる樹林地等の緑地につい

ては、特別緑地保全地区や新たな緑地保全の制度等も活用し、市町村と連

携しながら保全に取り組みます。（再掲） 

（４）県立都市公園の整備に当たっては、現況地形を活かした造成とするなど、

自然環境の保全に配慮します。 

（５）治水のため整備が必要な河川、海岸については、流域懇談会や海づくり

会議等を設置して、地域の意見を取り入れるとともに、整備計画の策定に

当たっては多自然川づくりを基本として自然環境に配慮します。 

（６）流域下水道の終末処理場で処理した高度処理水を都市河川の上流に還元

することにより、都市部の河川の流量を確保し、水環境の改善を図ります。 

（７）歩道の補修・新設等においては、雨水を地中へ浸透させ、地下水のかん

養やヒートアイランド現象の緩和など都市環境の改善効果が期待される

「透水性舗装」を推進します。 

 

２ 市町村、住民、ＮＰＯ等と連携・協働して、ビオトープの整備及びネット

ワークを推進します。 

（１）既存及び新たに復元された自然環境の間をつなぐ回廊（コリドー）を整

備して、緑と水辺のネットワークづくりを推進します。 

（２）緑と水辺のネットワークづくりを推進するため、市町村が行う「緑の基

本計画」の策定を支援します。 

（３）都市公園や学校を始めとする公共施設、工場・事業所、個人住宅まで幅

広い用地を活用したビオトープづくりにより、失われた自然環境の復元と

その適切な維持管理を推進します。ビオトープづくりに当たっては、「千葉

県ビオトープ推進マニュアル」及び「千葉県ビオトープ事例集」を活用し

ます。新規 

（４）河川等の既存の自然環境を活用するとともに、道路に生物の移動に配慮

した構造を取り入れること、護岸に植栽を行うことなどにより、動植物の

生息・生育環境の連続性の確保を進めます。 

（５）調整池や調節池の設置に際しては、治水機能の確保と併せて、既存の自

然環境を保全・復元し、豊かな生物多様性を担うよう整備を推進します。 
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３ 生物多様性を育む都市緑化を推進します。 

（１）公園、学校、道路などの公共施設について、地元市町村や地域などと連

携しながら、生物多様性を育むよう緑化を進めます。 

（２）市町村による都市公園の整備を促進するとともに、市町村との連携によ

り、緑化地域制度や緑地協定の活用を図るなど、市街地の緑の保全・創出

を図ります。 

（３）土地の確保の困難な都市空間での緑化を進めるため、屋上緑化や壁面緑

化に向けた支援策の検討等を行い、市町村と連携し普及及び促進を図りま

す。 

（４）一定規模以上の工場等と緑化協定を締結することにより、緑地を確保し

ます。 

（５）緑化意識の普及啓発を行うことにより、地域の緑化活動への積極的な参

加を促進します。 

（６）生産緑地など都市における農地の適正な保全を図ります。 

（７）公園緑地・街路樹の害虫駆除については、殺虫剤の適正な使用を推進す

るとともに、代替手法等を検討の上、住民の理解を得ながら、殺虫剤の散

布量の削減を推進します。 
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（３）野生生物の保護管理 
 
ア 絶滅のおそれのある野生生物の保護 
 
◎ 現状と課題                               

生態系の分断・劣化はそこに生息・生育する動植物の個体群の衰退を引き起

こし、このような個体群の絶滅の積み重ねとして、やがては種の絶滅にまで至

ります。 
千葉県版のレッドリストによると、消息不明・絶滅生物と最重要保護生物は、

動物でそれぞれ 74 種と 225 種、植物で 95 種と 166 種で、リストの見直しの度

に種数が増加しています（表２）。これをその種の生息環境から見ると、動物で

多いのは、海中、干潟、落葉樹林、湿地・湿田です（図 13）。絶滅や個体数減少

の原因を見ると、海岸線の埋立て、湿地の埋立て・水質悪化、生息地の森林伐

採、草地の消滅が多くなっています。工業地帯や都市の形成のために、海域で

は干潟や浅海域、陸域では低湿地を埋立ててきた結果が明確に表れています。 

植物では消息不明・絶滅生物と最重要保護生物の生育環境は、多い方から順

に、湿地・湿田、池沼、落葉樹林、草原・河原となっています。絶滅や個体数

減少の原因を見ると、もともと個体数が少ないこと、湿地の埋立て・水質悪化、

生育地周辺の森林伐採、遷移の進行が多くなっています。希少な種に絶滅のお

それがある種が多いが、開発や、里山に人手が入らなくなった影響によって絶

滅のおそれがある種もあります。 

動物、植物のいずれも水辺の種で絶滅の危険性が高いと言えます。水辺の種

は、埋立て、干拓、護岸工事、河川改修等の影響を強く受け、また水量、水質

の変化等によっても影響を受けやすく、特に注意が必要です。 

 また、個体数が減少し、絶滅のおそれのある動植物にとって、盗掘・密猟は

決して無視のできない影響を及ぼします。 

 盗掘・密猟が行われているのは、植物ではエビネ、ナツエビネ、アワチドリ

等のラン類やミツバツツジ、キヨスミミツバツツジ等で、花の美しい観賞用の

植物が多くあります。動物では、メジロ、ウグイス、ヤマガラ等の鳴声の良い

小型の鳥類や、希少な昆虫類等です。 

 種の保存法で国内希少野生動植物種に指定されているオオタカや、国内希少

野生動植物種であり、かつ文化財保護法で天然記念物に指定されているミヤコ

タナゴも密漁（猟）の危険にさらされています。外房の海岸では、アカウミガ

メの盗卵が確認されており、保護を進める上で大きな問題となっています。 
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表２ 千葉県における消息不明・絶滅生物リスト 

分 類 群 種   名 
哺乳類（3 種） ヤマコウモリ、ニホンカワウソ、アシカ 
鳥 類（17 種） オオヨシゴイ、コウノトリ、トキ、クロトキ、マガン、カリガネ、ヒシクイ、ハクガン、サカツラ

ガン、ヒメクイナ、アオシギ、コシギ、カラスバト、ヤイロチョウ、サンショウクイ、チゴモズ、

アカモズ 

爬虫類（1 種） スッポン 
魚 類（2 種） アオギス、ゼニタナゴ 
昆虫類（23 種） コバネアオイトトンボ、アオハダトンボ、ベッコウトンボ、ミヤマアカネ、オオキトンボ、アカハ

ネバッタ、コバンムシ、ゲンゴロウ、ダイコクコガネ、キイロネクイハムシ、クロイエバエ、ミド

リイエバエ、コミドリイエバエ、ノサシバエ、ミナミサシバエ、カエルキンバエ、ツマグロキチョ

ウ、クロシジミ、ウラギンスジヒョウモン、オオウラギンヒョウモン、ヒョウモンモドキ、マエア

カヒトリ、ウスズミケンモン 

甲殻類（1 種） ハマガニ 
多足類（3 種） オオイッスンムカデ、チョウシシマジムカデ、ホソツチムカデ 

 

 

 

 

 

動 

  

物 

 

 

74

種 

貝 類（24 種） ヒロクチカノコガイ、イボウミニナ、クロヘナタリ、シゲヤスイトカケギリ、イソチドリ、ウツセ

ミガイ、オカミミガイ、イタボガキ、モクハチアオイ、マゴコロガイ、ユキガイ、イチョウシラト

リ、アオサギガイ、オチバガイ、ムラサキガイ、フジナミガイ、シオヤガイ、シラオガイ、ケマン

ガイ、イオウハマグリ、オキアサリ、ハマグリ、ウラカガミ、イヨスダレ 

シダ植物（12 種） シノブカグマ、ミヤマメシダ、サキモリイヌワラビ、イズヤブソテツ、キヨズミメシダ、ミヤマク

マワラビ、カズサイノデ、オニイノデ、アカメイノデ、イブキシダ、チャセンシダ、シシラン 

種子植物 

（双子葉類、 

36 種） 

キクザキイチゲ、ヒメキンポウゲ、ヒメバイカモ、バイカモ、ヤマシャクヤク、アゼオトギリ、ム

ジナモ、ミズタガラシ、ハナハタザオ、イワレンゲ、コチャルメルソウ、ヒロハクサフジ、エゾノ

タチツボスミレ、ナガバノスミレサイシン、タチスミレ、ヒメキカシグサ、ミズスギナ、タチモ、

サワトラノオ、チョウジソウ、クサタチバナ、ムラサキ、カイジンドウ、ムシャリンドウ、セキヤ

ノアキチョウジ、コナミキ、ナミキソウ、クチナシグサ、ヒシモドキ、ヒメタヌキモ、オクモミジ

ハグマ、タカサゴソウ、ミコシギク、フクオウソウ、ミヤコアザミ、ヒメヒゴタイ 

種子植物 

（単子葉類、 

29 種） 

マルバオモダカ、オオササエビモ、コバノヒルムシロ、センニンモ、ヒロハノエビモ、イトクズモ、

ユウスゲ、ヒメシャガ、ヤマトホシクサ、ヒナザサ、コゴメカゼクサ、ヒンジモ、アズマスゲ、ヤ

チカワズスゲ、ツクシオオガヤツリ、ヤリテンツキ、クジュウクリテンツキ、ナガボトネテンツキ、

クロタマガヤツリ、イガクサ、コホタルイ、ケシンジュガヤ、イヨトンボ、ミズトンボ、ギボウシ

ラン、ササバラン、ヤマトキソウ、カシノキラン、マツラン 

蘚苔類（5 種） フナガタミズゴケ、オオミズゴケ、ツルゴケ、コキジノオゴケ、キノボリツノゴケ 

藻 類（1 種） テガヌマフラスコモ 

 

 

 

 

 

 

植 

 

物 

 

 

95

種 

地衣類（12 種） チヂレトコブシゴケ、ゴヘイゴケ、ヨコワサルオガセ、ウラジロゲジゲジゴケ、コフキゲジゲジゴ

ケ、エビラゴケ、チヂレカブトゴケ、ニセキンブチゴケ、カワラゴケ、カワホリゴケ、ヤマトカワ

ホリゴケ、コバノヤスデゴケモドキ 

 
  



図１３　千葉県の絶滅種･最重要保護生物の生息・生育環境とその種数（左図）

　　　及び絶滅･個体数減少の原因（右図）（上段は動物、下段は植物）
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 盗掘・密猟は、業者により行われている場合と、マニアや近くに住む一般の

人により行われている場合とがあります。特に都市近郊の山林では、盗掘・密

猟のおそれがあることから、しばしば希少生物の存在を公表できない状況にあ

ります。 

また、密猟ではありませんが、希少な鳥類の生息が確認された場合に、たく

さんの人が写真撮影に訪れることがよくあります。営巣している場合には、こ

れが原因で巣を放棄することも懸念されます。 

盗掘・密猟等については、法令による希少種の保護の推進とともに、希少種

等野生生物の保護への理解と協力を広めるための普及啓発を推進していく必要

があります。 

 
◎ 取組の基本的な方向                          
１ 野生生物の絶滅を防ぎ、その回復を図るための仕組みをつくります。 
２ 絶滅のおそれのある野生生物の保護・増殖に取り組みます。 
 
◎ 県の取組                                

１ 野生生物の絶滅を防ぎ、その回復を図るための仕組みをつくります。 

（１）野生生物の個体数の増減や分布域の変化の把握に努め、絶滅のおそれの

ある野生生物を取りまとめたレッドデータブック（レッドリスト）の定期

的な見直しを行い、レッドリスト記載種の保全を広く呼びかけます。 
（２）絶滅危惧種等については、絶滅のおそれがなくなるまでに個体数が増加

し、野外で安定した個体群が維持されるよう、その種が置かれた状況を踏

まえて、種ごとに回復計画を策定・実施します。回復計画の策定・実施は、

多様な主体の連携・協働により行う仕組みを検討します。新規 
（３）絶滅危惧種等の中には、乱獲や密猟により個体数が減少している種があ

ることから、新たに採捕の禁止等の保護の仕組みを導入します。新規 
（４）絶滅のおそれのある野生生物の保護に関する事項を含め、包括的な生物

多様性保全のための条例制定に向けて、その内容を検討します。新規 
（５）絶滅危惧種等については、動物園、植物園、博物館、その他の研究機関

との連携体制を整備し、必要に応じて生育・生息域外での保全を図ります。

新規 
（６）絶滅危惧種については、感染症や外来種による被害で絶滅することも想

定されるため、情報収集及び絶滅危惧種に応じた予防・治療体制を整えま

す。新規 
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（７）オオタカ、サシバ等の猛禽類は、生態系の最上位にあって、その生息に

は広域の良好な生態系の維持が必要とされ、開発行為や市街化などの人的

な影響を受けやすい。このため、その生息状況を把握し、保護のあり方を

策定するなど、人と猛禽類との共存を図ります。新規 
 

２ 絶滅のおそれのある野生生物の保護・増殖に取り組みます。 

（１）千葉県自然環境保全条例に基づく自然環境保全地域等の指定や自然公園

制度の活用、天然記念物の指定等、既存制度の活用・見直しによる絶滅危

惧種やその生息・生育地の保全を推進します。 
（２）ミヤコタナゴ、ヒメコマツ、シャープゲンゴロウモドキ等絶滅が危惧さ

れる希少な動植物や千葉県における絶滅種について、市町村、ＮＰＯ等と

連携して保護・回復計画を策定し、生息地の維持管理や保護・増殖に努め

ます。新規 
（３）オオタカが生息するなど、豊かな自然環境が残る市野谷の森を都市公園

として整備・保全します。 
（４）千葉県の自然環境に依存する渡り鳥については、繁殖地や越冬地を保護・

復元するなど、地元との連携・協力のもとに保護を図ります。新規 
（５）千葉県が産卵場所のほぼ北限に当たるアカウミガメは、太平洋や東シナ

海などの広い範囲を回遊することから、その生態解明や保全について、必

要に応じて国内の他の産卵地や海外との連携を図ります。新規 
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イ 野生鳥獣の保護管理 
 
◎ 現状と課題                               

人間の活動に伴い、特定の野生鳥獣が著しく増殖し、生態系への影響や農作

物への被害が生じています。最近特に問題になっているのは、県南部を中心と

したイノシシの被害です（図 14、19）。イノシシは千葉県では絶滅したと言われ

ていますが、放獣起源と考えられる個体の近年の捕獲数の増加は著しいものが

あります。 

このほか草食獣のニホンジカでは、農作物への被害のほかに植生への影響が

生じています（表３、図 15、16、19）。生息密度が高くなると、餌となる植物が

食べつくされ、樹木の樹皮まではがされて食べられてしまいます。また、林床

植生への影響が顕著です。特に、清澄山周辺では希少な草本植物やシダ植物が

多く生育しており、これらへの食害や、さらに森林の構造や更新への影響が指

摘されています。 

ニホンザルについても、農作物への被害が生じています（表４、図 17～19）。

これらの哺乳類による被害は、県南部に集中しており、これまで生息状況の調

査を行うとともに、有害鳥獣捕獲や防護柵などで対応しています。 

鳥類では、近年、全国的にカワウの個体数が増加しており、千葉県において

も内水面漁業への被害が生じています。 
一方、都市部では都市鳥と呼ばれている一群が増殖しています。人が出した

ゴミに依存してハシブトガラスが増え、ムクドリ、ハクセキレイなどが大集団

で街路樹をねぐらとし、大量の糞や鳴き声による被害が起きています。カラス

対策としてのゴミの出し方については、各市町村で工夫されています。 

野生鳥獣の保護管理については、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律

に基づき県が鳥獣保護事業計画を定めています。また、ニホンザル、ニホンジ

カについては、生息数の増加や農林業被害があるため、特定鳥獣保護管理計画

を定めています。こうした、野生鳥獣の保護管理については、調査研究を行い

ながら、生態系の特性やバランスを考慮して、生息地の保全管理、個体密度調

整、被害防止の 3 つの観点を基本として実施する必要があります。 
特にニホンザル、ニホンジカ、イノシシ、その他の人間への影響が顕著な種

については、これまでに行われてきた被害対策の効果の検証結果を踏まえて、

科学的、計画的な保護管理を行う必要があります。このため、県では、平成 19
年 1 月に県関係部局、市町村、関係団体等から成る「千葉県野生鳥獣対策本部」

を設置しています。 



平成１４年度（１，２０８頭） 平成１５年度（２，０８８頭）

平成１６年度（１，８９５頭） 平成１７年度（２，５５０頭）

平成１８年度（５，７６４頭）

図１４ 有害鳥獣捕獲によるイノシシの捕獲状況（イノシシ捕獲マップ）

各図とも小さな丸は１～４頭、大きな丸は５頭の捕獲を示す。
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表３

図１５

図１６　ニホンジカの分布域の変遷
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表４

図 17　ニホンザル生息数の推移
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図１９ イノシシ・ニホンジカ・野生猿の被害金額と捕獲数

イ ノ シ シ に よ る 被 害 金 額 と 捕 獲 数

1 3 6 5 . 1
1 8 1 7

2 5 4 3

5 0 1 4 . 3

6 5 5 6 . 9

1 0 0 3 8 . 1
1 0 3 1 0 . 3

1 2 7 3 0 . 4

1 6 5 1 1 . 1

3 6 8 9

2 8 2 5 . 9

2 0 8 5 . 4
2 4 0 6 . 6

2 6 2 4 . 23 2 6 2 . 1 1 , 7 4 7

3 0 0 6

2 2 3 8

3 3 3 5

6 9 5 5

2 0 1

1 , 2 0 8

2 0 8 8
1 8 9 5

2 5 5 0

5 7 6 4

4 4
1 8 6

6 0 2

8 8
2 7

1 2 4

4 7 3

5 2 4 3 7

9 1 4

7 1 5 1 5

1 5 7 2
1 8 5 1 7 6

3 8

5 1 9

0

2 0 0 0

4 0 0 0

6 0 0 0

8 0 0 0

1 0 0 0 0

1 2 0 0 0

1 4 0 0 0

1 6 0 0 0

1 8 0 0 0

元
年

度 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

年 度

万 円

0

1 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0

5 0 0 0

6 0 0 0

7 0 0 0

8 0 0 0

頭 数被 害 金 額

全 捕 獲 数

有 害 鳥 獣 捕 獲

全 捕 獲 数 と 有 害 鳥 獣 捕 獲 数 の 差 は 、 狩 猟 に よ る 捕 獲 数
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◎ 取組の基本的な方向                          

１ 野生鳥獣の種の特性に応じ、きめ細かな保護管理を行います。 
２ 野生鳥獣による農林水産被害を防ぐため、関係者間で連携をとり、種の特

性に応じたきめ細かな対策を行います。 
 
◎ 県の取組                                

１ 野生鳥獣の種の特性に応じ、きめ細かな保護管理を行います。 

（１）野生鳥獣の種ごとに群れの形成、行動パターンなど、様々な特性が異な

り、これら種の特性に応じたきめ細かな対応が必要であるため、生物多様

性センターを設置し、野生動物の専門職員を配置します。さらに地域ステ

ーションの設置を検討します。新規 
（２）野生鳥獣の保護管理については、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する

法律に基づき鳥獣保護事業計画を定め、鳥獣保護区の設定や、生息状況の

調査、鳥獣保護思想の普及啓発の実施など、適正な保護管理を進めます。 
（３）森林や集団渡来地等野生鳥獣の保護のため重要な区域を鳥獣保護区に指

定して、多様な鳥獣の生息環境を保全します。 
（４）傷病鳥獣の治療を行うとともに、傷病鳥等が野生復帰できるまでボラン

ティア等に保護を依頼する等、県民と一体となった救護を行います。 
（５）イルカ・クジラ等のストランディング（座礁・漂着）については、その

実態を把握し、適切に対応するよう、関係者・関係機関と連携を図ります。

新規 
（６）油流出事故時の野生鳥獣の保護については、地域防災計画及び油等海上

流出事故対応マニュアルに基づき対応を図ります。また、平時から関係者

間で連絡を取り、事故時に備えます。 
（７）鳥インフルエンザ等の感染症の情報収集を行い、人はもちろん野生鳥獣

にも被害が拡大することのないよう適切な対応を図ります。 
（８）ダイオキシン類等の残留性が高い有害性の化学物質の蓄積により、高次

の栄養段階にある鳥類や魚類等の生物種が影響を受けることが懸念される

ことから、情報収集の上、その対応を検討します。新規 
 
２ 野生鳥獣による農林水産被害を防ぐため、関係者間で連携をとり、種の特

性に応じたきめ細かな対策を行います。 

（１）生息数が増加し、農林水産業への被害等の問題が生じている、ニホンザ

ル、ニホンジカの個体群については、特定鳥獣保護管理計画を策定し、生
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息状況調査を踏まえ、生息地の保全管理、個体密度調整、被害防止等の対

策を実施します。 
（２）イノシシ等野生鳥獣による農作物等への被害対策と野生鳥獣の捕獲を一

体とした地域の主体的な取組を支援するため、「千葉県野生鳥獣対策本部」

を設置し、「防護」、「捕獲」、「資源活用」、「生息環境整備」の４プロジェク

トを総合的に推進します。 
防護プロジェクトでは、効果的な防護柵の設置について研究・開発に取

り組みます。捕獲プロジェクトでは、各種被害対策の実証試験等を行うと

ともに、ＧＩＳ（地理情報システム）を利用した捕獲マップを作成・公表

します。資源活用プロジェクトでは、地域振興のため捕獲したイノシシの

食肉利用を促進するため、肉質特性の調査や加工適性について検討し、衛

生管理のガイドラインを作成します。生息環境整備プロジェクトでは、千

葉県の森林について調査し、野生鳥獣の生息に配慮した森づくりを図りま

す。 
（３）野生鳥獣による農林水産被害の軽減を目指します。農業、林業、環境の

各担当者による現場チームの組織を検討し、各現場において被害状況の把

握、鳥獣の行動の把握、対策の指導等を行うなど、きめ細かな対応を行い

ます。 
（４）被害対策については、被害防止マニュアルを作成するとともに、県・市

町村・農林業団体等の職員が、有害鳥獣対策に関する専門知識を習得し、

地域農林業者への指導や効果的な被害防止対策を講じられるよう、研修会

を開催します。また、有害獣対策指導員を設置して、有害獣による被害、

出没状況等の調査及び被害対策技術の指導・普及などを行います。 
（５）講習会等を通じて狩猟者の資質の向上を図るとともに指導、取締りを行

い狩猟の適正化を図ります。また市町村を通じて農作物等の被害を受けて

いる地域の人々に狩猟免許の取得促進を図ることにより、担い手の育成を

図ります。 
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ウ 外来種の防除及び遺伝子組換え生物の管理 
 
◎ 現状と課題                               

ここでは「外来種」を外国から人為的に持ち込まれた種に加え、国内の別の

地域から持ち込まれた種（国内外来種）も含めて扱うこととします（表５）。国

境は人が決めたものであり、外来種の問題はもともとその生物がいなかった地

域に人が持ち込んだことにより、在来の生物に影響を及ぼすことだからです。

また、他地域から人為的に持ち込まれたことが明らかであれば、持ち込まれた

時期にかかわらず外来種として扱います。分類群については、特に限定しない

で、菌類等も含めることとします。なお、同じ種でも別の地域にいる個体では

遺伝的特性が異なることがあり、それを持ち込んだ場合には「外来個体群」と

呼びます。関東と関西とでゲンジボタルの光り方が違うのは有名です。このよ

うな場合にも、両者が混在した場合、遺伝子レベルでの撹乱が問題となります。 
外来の植物は、「帰化植物」とも呼ばれています。このうち、古くは大陸から

稲作が伝わったときに、一緒に侵入したとされる植物群があり、それを「史前

帰化植物」と呼びますが、既に日本の雑草などとして定着しており、ここでは

それを除いて考えます。その後、中国などから有用な植物が伝わってきたと考

えられますが、江戸時代になると鎖国が行われ、外来植物はあまり入って来ま

せんでした。外来植物が増えたのは明治以降であり、意図的にあるいは非意図

的に、人間によって海外から持ち込まれました。著しい分布拡大で話題となっ

たセイタカアワダチソウや花粉症の原因となることで知られているブタクサや

オオブタクサは、最もよく知られている外来植物です。 
千葉県では、多くの外来植物が知られ、研究も盛んです。これは、かつて成

田の三里塚などに牧場が広がっていて、海外から様々な牧草が導入された経緯

によります。また、成田空港や千葉港といった、日本における外国からの物資

の玄関口があることも大きな要因です。 
外来植物には、草本植物、その中でも一年草が多く見られます。通常、在来

の植生が成立しているところに外来植物が侵入し、勢力を拡大することは少な

く、人為等により植生が破壊されたところや、造成裸地ができたところに、在

来種よりも早く侵入し、繁殖することが多くあります。在来種の植被がない開

放水面や増水により常に撹乱を受ける河川敷も外来植物が侵入しやすい場所で

あり、その繁殖により在来種に深刻な影響を及ぼすことがあります。 
外来の動物では、アカゲザル、キョン（図 21）、ハクビシンが繁殖して問題と

なっています。魚類では、魚食性のオオクチバスや雑食性のブルーギルが各地 



分類群 種　　　名（括弧内は、下の写真の位置を示します。）

哺乳類
アカゲザル（左列1段目）　　アライグマ（右列1段目）　　キョン（中列1段目）
マスクラット（中列2段目）

鳥　　類 ソウシチョウ（右列2段目）

爬虫類 カミツキガメ（右列3段目）

両生類 ウシガエル

魚　　類
チャネルキャットフィッシュ（左列2段目）　　ブルーギル（中列3段目）
コクチバス（左列3段目）　　オオクチバス（左列4段目）　　カダヤシ　　ストライプトバス

昆虫類 セイヨウオオマルハナバチ

軟体動物 カワヒバリガイ（中列4段目）

植　　物
ナガエツルノゲイトウ（右列4段目）　　ミズヒマワリ　　オオフサモ　　アレチウリ（中列5段目）
オオキンケイギク　　オオハンゴンソウ　　オオカワヂシャ　　ボタンウキクサ

計 23種

表５　　千葉県で確認記録のある特定外来生物
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図２０ アライグマ

の分布 

３次メッシュ（１km）

で表示（2006＋2007

年度調査分、アンケ

ート及び任意情報に

よる） 

 

図２１  キョンの分布

太線は2007年3月時点

の推定分布域。 

点は、分布域から離れ

た個体確認地点。 



１００ 

の河川・湖沼で繁殖し、最近、利根川下流ではチャネルキャットフィッシュが

大繁殖しています。外来動物は、外来植物とは異なり、自然環境が良好な場所

でも侵入して、生態系に影響を及ぼします。アカゲザルでは、交雑によるニホ

ンザルの雑種化が問題となっています。絶滅危惧種のミヤコタナゴは、外来種

のタイリクバラタナゴとの競合が個体数減少の一つの要因となっています。 
海域においては、バラスト水由来などにより、干潟・浅海域を中心として既

に様々な外来種が繁殖しています。ムラサキイガイ、ミドリイガイ、ホンビノ

スガイ、イッカククモガニはその例です。今後、さらに情報を収集して、状況

を把握する必要があります。 
近年、「外来種」という言葉が生まれ、状況が著しく深刻化したのはペットブ

ームがその要因として挙げられます。海外からペットとして輸入・販売されて

いる生物種は極めて多く、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類、昆虫類など、

様々な分類群に及んでいます。しかしながら、ペットの成長とともに飼いきれ

なくなり、野外に捨てるなどにより、各地で様々な外来種が確認されています。

アライグマ（図 20）、カミツキガメはその代表例です。外国産のカブトムシ類、

クワガタムシ類など、その予備軍は極めて多くあります。また、貝類など、ペ

ットの餌生物などが輸入され、野性化する例も知られています。水草などの植

物も同様です。 
なお、国内外来種や外来個体群については、緑化植物や放流魚等があります。

公園での植栽や工事に伴う緑化、個人の庭での植栽には、郷土種と呼ばれるそ

の地域に自生する植物種が県外あるいは県内の別の地域から供給されています。

その植栽された個体の種子が鳥類等によって周辺の森林などに運ばれて、発芽

し、生育している場合があります。また、国内の他地域からの稚魚の流通によ

り、国内外来種の魚種が各地の河川、湖沼に広まった例もあります。これらは

すでに産業として定着しており、生態系への影響の把握と産業への十分な配慮

が必要となります。 
 
遺伝子組換え技術の利用は、医薬品の生産や世界の食料の安定生産、地球環

境の改善などに貢献するものと期待されています。既に我が国では、インター

フェロンやインスリンが生産されており、海外では除草剤の影響を受けない大

豆や害虫に強いトウモロコシなどが栽培され、年々増加しており、日本にも輸

入されて、大豆油や飼料として利用されています。 
その一方、遺伝子組換え生物は、野生生物との交雑等により、生物多様性に

影響を与える可能性があることから、遺伝子組換え生物を規制する国際的な枠
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図２４  房総の山のフィールド・ミュージアム 
平成 15 年度から始まった中央博物館の事業で、君津市清和県民の森地域を中心とした房総

丘陵の自然と文化そのものを「資料」、「展示物」と考える博物館活動。自然観察路「山みち展

示」、観察会「山の学校」、資料収集拠点「三島小教室博物館」等を展開している。 
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４ 取組を支える基盤整備 
 
（１）生物多様性センター等推進体制の整備 

  
◎ 現状と課題                               

これまで、県において生物多様性の保全・再生にかかわる施策が行われてい

たにもかかわらず、必ずしも事態の好転に結びついてきませんでした。これに

は、生物多様性に関する課題が幅広いものであるにもかかわらず、各部局にお

いて個別的に対応していること、生物多様性に関する情報の収集・統合・管理

が不十分なこと、流域等を単位とした総合的な観点から対応されていないこと、

生物多様性に関する専門職員がいないこと、絶滅危惧種の保護・外来種の防除・

野生鳥獣の保護管理等の問題が生じている現場に担当する出先機関がないこと、

などの問題が挙げられます。これらの問題を解決しなければ、本戦略で示した

対策も十分な実効性を期待することは難しいと考えられます。 
このため、県戦略を実効あるものとするためには、県の各部局はもとより、

県民、ＮＰＯ、市町村、企業に至るまで、幅広く生物多様性に関する資料・情

報を統合管理して、その対策を研究し、現場対応するための拠点となるセンタ

ー及び地域ステーションの設置が必要不可欠です。 
 
◎ 取組の基本的な方向                          

１ 生物多様性センター及び地域ステーション等を設置します。 
 

◎ 県の取組                                

１ 生物多様性センター及び地域ステーション等を設置します。 

（１）多様な主体の連携・協働の中核をなし、生物多様性に関する情報を一括

管理するとともに情報ネットワーク機能を有し、広く情報提供を行い、ま

た生物多様性の保全・再生にかかわる調査研究・技術開発、教育普及・現

場指導等を担う生物多様性センターを設置します。センターには、動植物

の生態・保全、地理情報の管理、保全施策等に関する専門知識を有する人

材を配置します。新規 
（２）他の研究機関・教育機関等との連携によるものを含め、研究･モニタリン

グや野生生物の保護・管理の拠点となる地域ステーションの設置を検討し

ます。新規 
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（３）生物多様性に関する資料・情報の収集や学習・普及啓発等の拠点となる

サテライトの設置を検討します。サテライトの設置については、「千葉県教

育の戦略的なビジョン」で充実を目指しているフィールドミュージアムや

スクールミュージアムとの連携・協力を推進します。新規 
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（２）多様な主体との連携・協働の推進 
 

◎ 現状と課題                               

生物多様性保全の問題に一番密接に関わっているのは、その地域で暮らして

いる人びとです。「すべての県民が環境について考え、行動する」という考え方

と「あらゆる施策に環境の視点をいれる」という考え方を併せた「環境自治」

を目指す必要があることからも、県民や NPO が中心となって行動計画の策定や、

実際の保全活動に関して取り組む枠組みづくりが不可欠です。とくに次世代の

生物多様性保全の主体となる子ども達の参加、かつての豊かな生物多様性の状

態を知る高齢者の参画を積極的に促す施策が求められています。 
 
◎ 取組の基本的な方向                          

１ 多様な主体の連携・協働を促進するための情報発信を行います。 
２ 多様な主体の連携・協働を促進するための取組を行います。 
◎ 県の取組                                

１ 多様な主体の連携・協働を促進するための情報発信を行います。 

（１）県民、ＮＰＯ等民間団体、事業者、行政機関などの取組、イベント、助

成制度など生物多様性に関する情報を収集し、各種メディアやホームペー

ジを活用して提供し、情報の相互活用を促進します。また、標語、絵画、

音楽などを用いて広報・啓発を行います。新規 
（２）企業、事業者に対して、生物多様性に配慮した商品開発、社会貢献とし

ての生物多様性保全活動への参加の呼びかけを行います。新規 
（３）国際会議の機会等を利用して、千葉県の先進的な取組を広く海外に発信

します。 
（４）渡り鳥等の動物の行動を通して、千葉県の自然が世界の国々とどのよう

な関連を持っているのか、わかりやすく解説し、幅広い連携・協働を推進

します。新規 
 
２ 多様な主体の連携・協働を促進するための取組を行います。 

（１）この戦略を県民一人ひとりが自分の戦略として考えられるよう、個人と

してできる生物多様性保全に関するメニューや考え方を示していきます。

新規 
（２）ＮＰＯや市町村による生物多様性に関する取組を推進するため、ＮＰＯ

や市町村が実施する絶滅危惧種等の保護事業や里山の生物多様性の保全・
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復元事業、市町村による生物多様性保全に関する行動計画の策定等、生物

多様性の保全に資する事業の実施や計画・構想の策定を支援します。新規 

（３）市町村と地域住民との協働により実施される生物多様性の保全事業や、

ＮＰＯ等の民間団体による自主的な里山保全･水質浄化活動等の環境保全･

環境学習活動に対して助成等を行う「ちば環境再生基金」の充実と活用を

図ります。 
（４）広く生物多様性に関するモニター登録を呼びかけ、希少種・外来種・指

標となる種の分布状況等、身近な生物に関する情報の提供を依頼します。

提供を受けた情報は、取りまとめて公表するとともに施策の検討に役立て

ます。新規 
（５）県民、ＮＰＯ等の民間団体、事業者、行政機関などの相互理解と連携・

協働した環境保全活動の実施を促進するため、環境保全に取り組む多様な

主体が集まるイベントを開催するなど、異なる立場の人々が交流し情報を

交換できる機会を提供します。新規 
（６）農林漁業者に対して、生物多様性保全の意義とそれに関わる農林漁業が

果たす役割をわかりやすく説明する資料や理解促進の機会を設けます。 
（７）農林漁業体験や契約栽培、市民農園等による農林漁業者への市民・NPO

の支援の仕組みづくりを研究・検討し、その活動を推進するなど、都市住

民と農林漁業者の積極的な交流を推進し、協働の枠組みづくりを進めます。 
（８）地域が一体となって都市住民を受け入れる体制整備への支援や農林漁業

体験を受け入れる人材の養成などにより、グリーン・ブルーツーリズムの

普及拡大を図り、都市と農山漁村の交流による農山漁村の活性化を促進す

るとともに、農山漁村の環境や農林水産業に対する都市住民の理解や関心

を高めます。（再掲） 
（９）企業・団体等の法人が資金や労力を提供して、社会貢献活動として県有

林の整備に参画する「法人の森」事業を推進します。 
（10）二酸化炭素の吸収源としての森林の管理に関する企業の認証制度につい

て検討します。新規 
（11）県の研究機関においては、各分野における生物多様性に関連する研究が

多数行われていることから、これらの研究情報を整理し、各種研究・教育

機関等との連携を図ります。新規 
（12）国際自然保護連合（IUCN）、地球規模生物多様性保護機構（GBIF）、ミ

レニアム生態系評価（Millennium Ecosystem Assessment: MA）などの国

際的組織や取組との連携を進めます。新規 
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コラム いすみ市は「生物多様性戦略」をまちづくりに活かすことを検討 

         ちば生物多様性県民会議 事務局次長 伊藤 幹雄 

 
 千葉県では 2007 年度末までに「（仮称）生物多様性ちば県戦略」の策定が予定さ

れている。いすみ地域では「里山･里海と漁業と生物多様性」のグループ戦略会議を

開催し、ちば生物多様性県民会議の提言作成に向け積極的に関わってきた。 
一方、提言に盛り込んだ地域戦略を実現に導くため、自治体への同趣旨の提案が

重要と考え、提言内容を「夷隅川流域フィールドミュージアム構想」という企画書

にまとめ市長ならびに幹部職員へプレゼンテーションを行った。本プランでは市内

山間部の 200 ヘクタールの市有地から、夷隅川流域及び、海岸域、海上の広大ない

すみ根（漁業資源豊富な磯根、市の面積に相当）までを含み、生物多様性の保全と、

エコツーリズム、健全な農林漁業の発展による経済効果との調和のとれたまちづく

りを趣旨としている。 
太田洋市長自身からは、こうしたプランの提案に賛意をいただき、新市の諸計画

の策定にあたり、検討事項として扱う旨の話をいただいた。 
他の自治体においてはこうした「生物多様性戦略」を施策に反映する取組みが、

まだ希薄のようであるが、「地球温暖化対策」とあわせ、いち早く戦略の理解と、実

施計画の策定されることが、国、県レベルの流れに大きく合流する上で求められて

いる。 
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（３）条例等取組推進の仕組みづくり 
 

◎ 現状と課題                             

 絶滅危惧種の保護や外来種の防除を進めるためには、根拠となる条例の制定

が必要です。また、個々の課題に個別に対処するだけではなく、各課題に対し

て包括的に対処することが必要です。このため、包括的な生物多様性保全のた

めの条例を制定する必要があります。 
 
◎ 取組の基本的な方向                          

１ 県戦略の推進を図るため、包括的な生物多様性保全のための条例の制定に

向け、その内容を検討します 
２ 生物多様性に関する評価手法を検討し、評価制度の導入を進めます。 
３ 生物多様性を保全するための仕組みを導入します。 
 
◎ 県の取組                                

１ 県戦略の推進を図るため、包括的な生物多様性保全のための条例の制定に

向け、その内容を検討します。 

（１）包括的な生物多様性保全のための条例制定に向け、絶滅のおそれのある

野生生物の回復計画の策定や採捕の禁止、特定外来生物以外の外来種の防

除等、その内容を検討します。新規 
 
２ 生物多様性に関する評価手法を検討し、評価制度の導入を進めます。 

（１）生物多様性に関する評価手法を検討し、すべての県施策を対象とした生

物多様性に関する政策評価を導入します。新規 
（２）県事業や商品、サービス等を対象として、それが生物多様性の保全に配

慮・貢献したものであることを評価・公表する、生物多様性に関する認証

制度の導入を目指します。新規 
 
３ 生物多様性を保全するための仕組みを導入します。 

（１）県の生物多様性に関する施策については、毎年、具体的な施策内容を公

表します。新規 
（２）県が実施する大規模な事業について、計画段階における環境影響評価を

実施し、その結果を計画の策定に取り込むことにより、環境へ配慮できる

仕組みを導入します。新規 
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（３）県が実施する事業のうち、環境影響評価法、千葉県環境影響評価条例等

の対象とならない事業についても、立地選定時に生物多様性地理情報シス

テムを活用するなど環境に配慮しながら進めることとし、必要に応じて、

環境調査も実施します。新規 
（４）緑地・公園、河川、海岸、道路等の整備にあたっては、整備の計画段階

から生物多様性の視点を取り込みます。このため、地域住民等の多様な主

体と連携し、生物多様性の考え方を踏まえた社会資本整備のあり方につい

て、調査検討を行います。新規 
（５）県が実施する事業のうち、生物多様性の保全上重要な地域に大きな影響

を及ぼす可能性があり、その影響の程度や保全措置の効果に不確実性が高

い事業等については、小規模に事業を実施して自然環境の変化をモニタリ

ングし、その結果に応じて事業内容を修正する順応的管理を導入します。

新規 
（６）生物多様性保全の観点から県土の評価を行うとともに評価結果に応じた

土地利用のあり方を検討し、その結果を踏まえて生物多様性保全対策を推

進します。新規 
（７）生物多様性の観点から重要な水源地の保全を図るため、廃棄物最終処分

場の設置等の開発について、適正な立地選定、造成及び管理が行われる仕

組みづくりに取り組みます。新規 

（８）生物多様性に関する高い専門性を有する人材を育成します。新規 
（９）各地域に生物多様性に関する専門知識を有する指導員（（仮称）生物多様

性保全推進員）を配置して、情報収集、普及啓発、指導等の推進を図りま

す。新規 
（10）生物多様性の保全のために必要な事業費を精査し、県民参加と協力を得

る仕組みやコスト負担のあり方を検討します。新規 
（11）緑の保全・創出施策については、地域からの取組によって緑の保全・創

出が図られるよう、新たな展開の検討を行うとともに、緑地保全の推進に

係る税制上の軽減措置及び国の財政支援等に関して、国等への要望を行い

ます。 
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第６章 戦略の推進 

本戦略の内容は大変多岐にわたっており、また実施主体も県民、ＮＰＯ等民

間団体、事業者、行政機関など様々です。このため、情報を共有しながら、連

携・協働のもとに戦略の推進を図る必要があります。 
このため、次の取組を推進します。 

 
① 庁内での推進体制の整備 

戦略の策定に当たっては、「生物多様性庁内連絡調整会議」を設置して、庁内

での情報交換や意見調整を行ってきましたが、今後は戦略推進のための組織を

設置して、戦略を着実に進めていきます。 
 
② 市町村との連携強化 

市町村は、その区域の総合的な施策を担っており、地域住民の最も身近にあ

ります。このため、戦略の推進に当たっては、市町村と緊密に連携を進めてい

きます。 
 
③ ちば生物多様性県民会議など県民・ＮＰＯとの連携・協働 

県戦略の策定に当たっては、多くの人たちにタウンミーティングの企画・運

営を行っていただき、また参加を得ることができました。なかでも、ちば生物

多様性県民会議は、県に提言書を提出したり、シンポジウム等を県と共催する

など、大変大きな役割を果たしてきました。今後も、戦略の普及や県への意見・

提案などについて、ちば生物多様性県民会議を始めとして、様々な主体との連

携・協働を進めていきます。 
 

④ 学校など教育機関との連携・協働 

小・中学校、高等学校、大学等の教育機関において、自然に触れ合うととも

に生物多様性に関する基本的な知識を身につけることは大変重要です。このた

め、学校など教育機関との連携・協働を進めていきます。 
 

⑤ 企業、事業者との連携・協働 

 企業・事業者については、その経済活動を通した生物多様性保全への貢献や

ＣＳＲなど、その活動に大きな期待が寄せられています。このため、企業・事

業者との連携・協働を進めていきます。 
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⑥ 国、都道府県等との連携・情報交換 

国家戦略など国の施策との連携や、大学等の研究機関及び都道府県との連

携・情報交換を行い、最新の情報や技術を入手し、効果的に戦略を進めていき

ます。 




